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４月から
新⽣活に切り替わる全ての皆さま、また受け⼊れられる側の全ての皆さま。あらためましておめでとうご
ざいます。⼼機⼀転、様々な形で好スタートが切れますよう、⼼より応援しております。
さて、新しい⽣活に⾃転⾞を活⽤される⽅も少なくないと思います。⾃転⾞の側の注意点は乗る⼈
の⼼構えとしてキチッと持って頂きたいと思いますが、特に何も変わらない今まで通りのドライバーの皆
さまに影響のある道路法規の変更についてご案内します。

追い抜き
道路交通法の改正に伴い4⽉から新ルールが始まるのは、⾃転⾞の「追い抜き」についてです。「追い
抜き」とは、⾞が⾃転⾞の脇をそのまま通り過ぎていく⾏為です。右側にふくらむなどの進路変更はし
ません。⾞で⾃転⾞を追い抜く際は
①十分な間隔をあける
②間隔を保てないときは速度を落とす

この２点が法律で定めらました。⾃転⾞を追い抜く際の「十分な間隔」について、道路交通法に具
体的な数字は明記されていませんが「1メートル」が目安になるといいます。⼀⽅、速度を落とす際は
「時速20キロから30キロ程度」が目安です。また、右側にふくらむなど進路変更を伴う「追い越し」に
関しては、すでに道路交通法でルールが明記されています。原則として⻩⾊のセンターラインを越えた
場合や禁⽌されている場所で追い越した場合などは違反⾏為となります。

警察庁の方針
警察庁は2⽉20⽇、神奈川県警 第⼆交機での不適切な取り締まりや実況⾒分調書の作成が
あったことを受け、以下のような再発防⽌策を発表しました。
①交通違反者からドライブレコーダーの映像を確認するよう要求があった場合には応じる
②AI技術などを活⽤した取り締まり機材の研究開発も速やかに検討する
③取り締まり状況の撮影や、ドライバーが違反を否認した際にドラレコ映像を保存し、幹部が確認す
る運⽤を始める
④ドラレコ映像などがある状況での否認事案については、実況⾒分調書ではなく映像・画像を活⽤
した捜査報告書を作成することも検討する。

神奈川県警の取組み進捗
神奈川県警で2022年3⽉から24年12⽉にかけて、神奈川県警第⼆交機所属の警察官7⼈が実施していた
不適切な取り締まりの対象件数は計2716件について、是正作業開始から⼀か⽉となることをふまえて発表さ
れた処理状況は以下の通り。▼これまでに対象者の43.5％と電話で連絡が取れた ▼反則⾦を納付した⼈
に対する還付⼿続きの進捗率は36.7％ ▼2⽉20⽇から3⽉19⽇までの間、複数回摘発された⼈などを除
いた2709件中1178件で連絡がついた ▼反則⾦の還付⼿続きが進んでいるのは、対象2648件中972件
▼取り消し対象者の免許証記載の住所は1⽉時点で38都道府県に及ぶ ▼2⽉20⽇にプロジェクトチームを
設置し、個別の連絡を進めている ▼免許区分の変更に加え、免許停⽌や取り消しの是正についても作業
中 ▼違反を取り消した対象者のうち約4割と連絡が取れたが、送った通知文の1割弱（約200通）が届かず、
転居先の把握などを進める

ドラレコ 録画できていますか︖使えていますか︖
「密着︕警察２４時︕︕」のようなテレビ番組を⾒ていると、⽴派な志の警察官が厳しい状況で職
務を全うされていて頭の下がる思いです。しかしながら疑問の残る取締りに遭い、納得のいかない検
挙を受けた経験のある⽅も多いかと思います。今までは「お巡りさんが⾒たから」の⼀⾔で⽚付けられ
ていましたが、今後は「ドラレコを確認したい」という主張が通りやすくなるということ。現認至上主義に
⼀石を投じた新しい⽅針です。納得できる取締りになるよう、イザという時にすぐ再⽣できるよう操作
⽅法については確認しておきましょう。さて…連敗脱出のブルーレブズ︕目指せプレーオフ進出︕
厳しいですがジュビロも頑張れ︕ そして私はF1⽇本GP。鈴⿅３往復の週末です。（浅井）
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国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧�

� 4月1日〜4月20日�
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付�
� 市区町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）�
� 4月30日

　デジタル庁が提供する政府共通の業務実施
環境。国税当局では昨年より金沢・福岡国税
局で導入が始まり、今年6月までに全国の国
税局へ順次展開される予定です。税務署等職
員との連絡に、GSSにより提供されるメール、
Web会議、オンラインストレージなどの各ツー
ルが、必要に応じて利用可能となります。

ワンポイント GSS（ガバメントソリューションサービス）

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

で
高
ま
っ
て
お
り
、
高
齢
に
な
っ
て

も
働
く
こ
と
が
一
般
的
な
選
択
肢
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
企
業
側
も
、
定
年
制
の
見
直
し
や

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
が
広
く
浸
透

し
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確
保
措

置
（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
お
い

て
、
65
歳
以
降
は
努
力
義
務
）
に
取

り
組
む
企
業
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
単
な
る
法
令
対
応
に
と
ど

ま
ら
ず
、
労
働
力
確
保
の
観
点
か
ら

高
年
齢
者
が
重
要
な
担
い
手
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
昭
和
期
に
は
「
引
退
」
が
前
提
で

あ
っ
た
高
齢
期
の
位
置
づ
け
は
、
現

在
で
は
「
就
業
の
継
続
」
と
い
う
形

へ
と
大
き
く
転
換
し
て
お
り
、
企
業

の
人
材
活
用
の
在
り
方
そ
の
も
の
が

問
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
　賃
金
と
働
き
方
の
変
化

　
賃
金
構
造
は
、
昭
和
か
ら
平
成
に

か
け
て
は
、
年
齢
や
勤
続
年
数
に
応

じ
て
上
昇
す
る
年
功
的
な
賃
金
カ
ー

ブ
が
一
般
的
で
、
長
期
雇
用
が
前
提

の
制
度
と
し
て
機
能
し
て
き
ま
し
た
。

　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
な
ど
を

見
る
と
、
近
年
の
年
齢
別
賃
金
カ
ー

ブ
は
緩
や
か
に
な
っ
て
お
り
、
年
齢

だ
け
で
賃
金
が
決
ま
る
仕
組
み
は
統

計
上
も
明
確
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
近
年
は
賃
金
引
上
げ
の

動
き
も
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
賃
上

げ
を
実
施
す
る
企
業
の
割
合
は
上
昇

傾
向
に
あ
り
、
賃
金
水
準
が
比
較
的

高
い
伸
び
を
示
し
た
年
も
見
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
一
様
で

は
な
く
、
特
定
の
職
種
や
人
材
に
重

点
的
に
配
分
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
限
ら
れ
た
原
資

の
中
で
、ど
の
よ
う
に
人
材
を
確
保
・

定
着
さ
せ
る
か
企
業
ご
と
の
判
断
が

反
映
さ
れ
た
結
果
と
い
え
ま
す
。

　
賃
金
と
働
き
方
の
関
係
は
、
も
は

や
「
長
く
勤
め
れ
ば
上
が
る
」
と
い

う
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、
働
き
方

や
役
割
な
ど
と
密
接
に
結
び
付
く
も

の
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

五
　企
業
に
求
め
ら
れ
る

　働
き
方
の
見
直
し

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
統
計
で
は
、

日
本
の
働
き
方
の
前
提
が
昭
和
期
か

ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
こ
の
傾
向
は
、
企
業
規
模
を

問
わ
ず
、
従
来
の
働
き
方
を
前
提
と

し
た
経
営
が
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
特
に
中
小
企
業
に
と
っ
て
、
働
き

方
の
見
直
し
は
「
余
力
が
あ
れ
ば
取

り
組
む
施
策
」
で
は
な
く
、
人
材
確

保
や
事
業
継
続
に
直
結
す
る
課
題
と

な
っ
て
き
た
と
言
え
ま
す
。

　
若
年
層
や
子
育
て
世
代
、
高
年
齢

者
と
い
っ
た
多
様
な
人
材
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
労
働
時
間
や
休
日
、

働
き
方
の
柔
軟
性
が
重
要
な
鍵
と
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
統
計
が
示
す
社

会
全
体
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
場

合
、
採
用
や
定
着
の
面
で
不
利
に
な

る
可
能
性
も
高
ま
り
ま
す
。

　
も
っ
と
も
、
中
小
企
業
に
お
け
る

働
き
方
の
見
直
し
は
、
大
企
業
と
同

じ
施
策
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
れ
ば
よ

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
限
ら
れ

た
人
員
や
資
源
の
中
で
、
業
務
の
優

先
順
位
を
見
直
し
、
属
人
化
を
減
ら

し
、
働
き
方
に
一
定
の
柔
軟
性
を
持

た
せ
る
な
ど
の
「
実
務
に
即
し
た
工

夫
」
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
部
分
的

な
改
善
で
あ
っ
て
も
、
積
み
重
ね
る

こ
と
で
働
き
や
す
さ
は
着
実
に
向
上

し
ま
す
。

　
昭
和
の
頃
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
働
き
方
が
普
及
し
つ
つ
あ
る

昨
今
に
お
い
て
は
、
自
社
の
実
情
に

即
し
た
形
で
働
き
方
を
再
設
計
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

昭和・平成→令和にかけての働き方の変化
　

昭和・平成 令　和

　長時間労働（年2,000時間超） ➡ 　労働時間の減少（年1,700時間台）

　正社員中心・終身雇用 ➡ 　多様な雇用形態・柔軟な働き方

　年功序列賃金 ➡ 　賃金カーブが緩やかに・選択的賃上げ

　休日少・有休取得率低い ➡ 　年間休日増・有休取得率も高水準に

　定年＝引退 ➡ 　高齢者の就業継続（65～69歳で約5割）

企業に求められること
・�従来の働き方を前提とし
た経営を見直す

・�働き方の見直しが人材確
保や事業継続に直結

・�多様な人材確保には労働
時間や休日、働き方の柔
軟性が鍵

・�中小企業は実務に即した
工夫で働き方を再設計

　
経
営
者
や
管
理
者
、
社
員
を
含
め

「
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
」
は
、
会
社
に

入
っ
た
当
初
、
経
営
に
つ
い
て
知
識

も
経
験
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　
経
験
は
時
間
を
か
け
て
積
む
し
か

な
い
た
め
、
ま
ず
は
知
識
だ
け
で
も

得
よ
う
と
学
び
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
多
く
の
方
は
経
営
一
般

の
本
や
経
理
・
営
業
な
ど
特
定
の
業

務
に
関
す
る
本
を
読
み
、新
聞
で「
×

×
社
長
が
感
銘
を
受
け
た
本
」
と

い
っ
た
記
事
を
目
に
す
る
と
、
直
ぐ

に
読
み
た
い
気
持
ち
が
湧
き
ま
す
し
、

成
功
者
の
自
伝
を
読
め
ば
、
た
だ
ひ

た
す
ら
に
感
心
し
て
そ
の
考
え
方
を

吸
収
し
よ
う
と
心
掛
け
ま
す
。
さ
ら

に
セ
ミ
ナ
ー
に
も
参
加
し
て
い
く
…
。

　
し
か
し
、
10
年
以
上
も
同
じ
会
社

で
実
務
経
験
を
積
む
と
、
大
体
の
こ

と
は
経
験
し
、
業
務
も
そ
れ
な
り
に

こ
な
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の

段
階
に
な
る
と
、
自
分
は
仕
事
が
で

き
る
と
い
う
過
剰
な
自
信
が
芽
生
え
、

「
自
分
に
は
自
分
の
や
り
方
が
あ
る
」

と
い
っ
た
傲
慢
さ
が
強
く
な
り
、
学

ぶ
姿
勢
が
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。

　
居
心
地
の
良
さ
の
中
で
自
信
を
持

つ
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
が
、
学
び

を
止
め
て
し
ま
う
と
大
成
し
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、

経
営
書
を
読
み
、
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加

し
、
そ
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
経
営

理
論
を
参
考
に
し
、
必
要
に
応
じ
て

修
正
し
て
い
く
…
こ
の
よ
う
な
学
習

サ
イ
ク
ル
を
保
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
以
下
で
は
、
具
体
的
な
学
び
方
を

紹
介
し
ま
す
。

１
　
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ

　
よ
り
高
い
目
標
を
掲
げ
て
挑
戦
す

る
と
、
想
定
外
の
こ
と
が
次
々
に
起

き
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
成
り
行
き
任

せ
に
せ
ず
目
標
達
成
に
向
け
「
何
と

か
す
る
」
と
い
う
と
き
、
ど
の
よ
う

な
経
営
理
論
を
参
考
に
す
れ
ば
良
い

か
悩
む
場
面
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
選
択
肢
の
一
つ
が
「
ベ
ン
チ
マ
ー

キ
ン
グ
」で
す
。

　
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
は
、
次
の
プ

ロ
セ
ス
を
と
る
戦
略
で
す
。

◯
　
学
は
真
似
る

◯
　
素
直
さ
が
人
を
伸
ば
す

◯
　
模
倣
は
創
造
性
（
独
自
の
ア
イ

デ
ア
や
作
品
）を
生
み
出
す

　
こ
の
中
で
「
模
倣
」
は
、
自
分
の

何
を
変
え
た
ら
良
い
の
か
分
か
ら
な

い
場
合
に
、
非
常
に
有
効
な
学
習
方

法
で
す
。

　
次
に
、
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
を
実

践
し
て
い
く
手
順
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。「
俺
に
は
俺
の
や
り
方
が
あ

る
」、
と
い
っ
た
自
己
流
に
固
執
す

る
と
成
長
は
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
自
分
の
意
識
を
変
え
て
い
く
こ

と
は
難
し
い
の
で
、
ま
ず
行
動
を
変

え
、
結
果
を
見
て
、
そ
の
後
「
意
識

が
変
わ
る
」。
こ
れ
が
ベ
ン
チ
マ
ー

キ
ン
グ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

　
具
体
的
な
学
習
方
法
の
順
序
は
、

次
の
通
り
で
す
。

①
　
課
題
の
特
定

　
　
学
習
し
成
長
し
よ
う
と
い
う
気

づ
き
を
持
ち
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

「
何
と
な
く
、
も
う
少
し
う
ま
く

な
り
た
い
」
と
い
う
漠
然
と
し
た

認
識
で
は
、
模
倣
の
対
象
が
ぼ
や

け
て
し
ま
い
ま
す
。

　
　
自
分
の
ど
こ
を
ど
う
改
善
し
た

い
の
か
、
つ
ま
り
、
問
題
点
を
絞

る
こ
と
が
第
一
段
階
と
な
り
ま
す
。

②
　
模
倣
の
対
象
者
を
選
ぶ

　
　
次
に
、
課
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、
模
倣
す
る
対
象
者
（
手
本
）

を
選
び
ま
す
（
次
頁
図
は
、
手
本

と
学
ぶ
人
の
時
間
の
使
い
方
の
対

比
で
す
）。

③
　
模
倣
す
る
対
象
者
の
行
動
を
真

似
る

④
　
模
倣
と
真
似
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
示
唆
は
、
と
り
あ
え
ず
実
践
す

る
２
　
経
験
学
習
理
論

　
経
営
学
か
ら
の
「
学
習
方
法
」
を

も
う
一
つ
紹
介
し
ま
す
。

　
多
く
の
人
は
、「
学
習
」
と
は
何

ら
か
の
ス
キ
ル
の
知
識
を
獲
得
す
る

こ
と
と
捉
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
し
か
し「
経
験
学
習
理
論
」は
、「
経

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
の

　
　

ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
の

　
　

　
　
　
　
　学
習
方
法

　

　
　
　
　
　学
習
方
法
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験
」
と
は
予
測
し
な
か
っ
た
結
果
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
る
機
会
と
定
義

し
、
経
験
を
通
じ
て
自
分
の
信
条
・

習
慣
・
思
考
様
式
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
で
、
同
じ
イ
ン
プ
ッ
ト
に
対
し
て
、

よ
り
良
い
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
生
み
出

せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
学
習
で
あ

る
と
説
き
ま
す
。

　
経
験
学
習
理
論
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

コ
ル
ブ
が
最
初
に
唱
え
ま
し
た
。
コ

ル
ブ
に
よ
る
経
験
学
習
は
「
具
体
的

体
験
」
を
起
点
と
す
る
省
察
と
抽
象

化
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
り
、
次
の
よ
う

に
進
め
て
い
き
ま
す
。

①
　
具
体
的
経
験

　
　
経
験
学
習
で
最
も
注
目
す
べ
き

は
「
経
験
」
で
す
。
そ
し
て
、
経

験
は
「
予
測
し
な
か
っ
た
結
果
に

出
会
う
機
会
」
で
す
か
ら
、
そ
の

難
問
へ
の
対
応
で
は
、
そ
れ
ま
で

暗
黙
的
に
な
さ
れ
て
い
た
自
分
の

行
動
を
表
に
出
し
て
、
批
判
的
に

振
り
返
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
従
っ
て
、「
全
部
う
ま
く
い
っ

て
い
る
」は
危
険
な
兆
候
で
あ
り
、

「
学
習
の
停
滞
し
た
状
態
」
で
あ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
　
内
省
的
省
察

　
　
前
記
の
経
験
を
、
多
様
な
観
点

か
ら
振
り
返
り
ま
す
。

③
　
抽
象
的
概
念
化

　
　
他
の
場
面
で
も
適
用
で
き
る
よ

う
な
概
念
化
を
行
い
、
持
論
を
作

り
ま
す
。

④
　
活
動
的
実
践

　
　
更
に
新
し
い
場
面
で
抽
象
化
し

た
学
び
を
実
際
に
試
し
て
み
ま
す
。

　
以
上
の
経
験
学
習
の
考
察
を
踏
ま

え
る
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
が
学
ぶ

た
め
に
は
、
自
ら
「
良
質
な
経
験
を

得
ら
れ
る
機
会
」
を
創
り
出
し
て
い

く
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
分
り

ま
す
。

３
　
経
験
学
習
の
実
例

　
〜
N
社
長
の
ケ
ー
ス
〜

　
中
堅
企
業
Ｎ
社
の
Ｎ
社
長
の
創
業

時
（
20
代
前
半
〜
30
代
半
ば
）
の
行

動
を
、
経
験
学
習
理
論
の
観
点
で
見

て
み
ま
す
。

▼
Ｎ
氏
は
、
工
業
高
校
卒
業
後
、
中

堅
企
業
に
就
職
し
22
歳
で
独
立
。
精

度
を
あ
ま
り
問
わ
れ
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
小
物
製
品
を
扱
い
な
が
ら
苦
し
い

経
営
が
続
き
ま
し
た
。

　
あ
る
晩
、
飲
み
屋
の
お
婆
さ
ん
Ａ

に
、
た
め
息
交
じ
り
で
こ
の
こ
と
を

話
す
と
…

A「
ア
ン
タ
、
貯
金
し
な
」

N
「
お
婆
さ
ん
こ
そ
、
貯
金
が
あ
る

の
か
？
」

A
「
あ
る
よ
。
３
０
０
０
万
円
位
。

毎
月
少
し
無
理
な
額
を
決
め
て
続

け
る
ん
だ
よ
」

　
Ｎ
氏
は
最
初
の
２
年
間
は
苦
し
く

て
貯
金
を
お
ろ
し
た
く
な
る
時
が
何

度
も
あ
っ
た
が
、
３
年
位
経
つ
と
当

た
り
前
の
よ
う
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
話
し
ま
す（
具
体
的
経
験
）。

▼
や
が
て
、
Ｎ
氏
の
貯
金
は
経
営
に

大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。
設
備
を
自

己
資
金
で
購
入
す
れ
ば
、
不
況
期
に

赤
字
受
注
を
避
け
ら
れ
ま
す
。

　
Ｎ
氏
の
経
験
で
は
、
小
規
模
事
業

者
の
景
気
サ
イ
ク
ル
は
、
３
年
半
は

不
況
、
半
年
間
の
好
況
期
が
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
こ
の
好
況
期
の
半
年
間
は
思
い
切

り
貯
め
こ
む
、そ
し
て
不
況
期
は
じ
っ

と
耐
え
る（
内
省
的
省
察
）。

▼
不
況
期
に
は
、
同
業
者
か
ら
「
自

分
の
と
こ
ろ
の
従
業
員
を
雇
っ
て
欲

し
い
」、「
安
く
て
も
い
い
か
ら
機
械

を
引
き
取
っ
て
く
れ
な
い
か
」と
い
っ

た
思
わ
ぬ
話
が
来
る
よ
う
に
な
る（
抽

象
的
概
念
化
）。

▼
再
び
景
気
が
上
向
く
と
、
設
備
・

人
材
を
投
入
し
新
た
な
経
験
に
挑
戦

し
て
い
く（
活
動
的
実
践
）。

29

15 5 4 8 28 19

11 8 7 16 10

100％
好業績店舗
の店長

低業績店舗
の店長

100％

◎低業績店舗の店長はスタッフとのコミュニケーションの時間が短く、データ分析・資料作成の時間が長い
◎好業績店舗の店長はスタッフの他に会議や接客等「コミュニケーション」に多くの時間を割いている

山口周氏のプロジェクト・データを基に作成

図　店長の時間の使い方

ス
タ
ッ
フ
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

接
客

会
議

他
店
・
本
部

と
の
連
絡

デ
ー
タ
分
析
・

資
料
作
成

店
内
作
業

そ
の
他
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に
よ
っ
て
、
賃
上
げ
要
件
や
基
本
割

合
が
異
な
り
ま
す
。
教
育
訓
練
費
の

額
が
一
定
の
割
合
で
増
加
し
て
い
る

こ
と
や
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
等
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
額
控

除
割
合
の
加
算
が
あ
り
ま
す
。

　
税
額
控
除
で
き
る
額
は
、
調
整
前

法
人
税
額
の
20
％
（
当
期
税
額
基
準

額
）が
上
限
に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

中
小
企
業
等
に
つ
い
て
は
、
当
期
税

額
基
準
額
を
超
え
る
額
は
、
最
大
５

年
間
繰
り
越
し
て
、
各
期
の
上
限
の

範
囲
内
で
調
整
前
法
人
税
額
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
賃

上
げ
促
進
税
制
の
適
用
を
受
け
た
事

業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
の
確
定

申
告
書
等
に
、
明
細
書
を
添
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
賃
上
げ
促
進
税
制
で
は
、「
給
与

等
の
支
給
額
」
か
ら
「
そ
の
給
与
等

に
充
て
る
た
め
他
の
者
か
ら
支
払
を

受
け
る
金
額
」
を
控
除
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
控
除
す
る
金

額
か
ら
、「
役
務
提
供
の
対
価
と
し

て
支
払
を
受
け
る
金
額
」
は
除
か
れ

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
看
護
職
員
処

遇
改
善
評
価
料
及
び
介
護
職
員
処
遇

改
善
加
算
な
ど
は
、「
給
与
等
の
支

給
額
」に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
　
経
営
規
模
拡
大
設
備
の
新
設

　
売
上
高
１
０
０
億
円
超
を
目
指
す

中
小
企
業
に
係
る
措
置
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。【
表
３
参
照
】

　
具
体
的
に
は
、
売
上
高
１
０
０
億

円
超
を
目
指
す
投
資
計
画
に
お
け
る

平
均
投
資
利
益
率
が
７
％
以
上
で
あ

る
こ
と
、
及
び
、
経
営
規
模
拡
大
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経

済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
投
資

計
画
に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設

備
（
経
営
規
模
拡
大
設
備
）
が
追
加

さ
れ
、
一
定
の
特
別
償
却
や
税
額
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　 

賃
上
げ
促
進
税
制 �

　
賃
上
げ
促
進
税
制
は
、
令
和
７
年

度
の
決
算
か
ら
の
見
直
し
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、適
用
の
誤
り
が
多
い
の
で
、

制
度
を
確
認
し
ま
す
。

　
国
内
雇
用
者
に
支
給
し
た
給
与
な

ど
の
額
が
、
前
年
度
と
比
べ
て
一
定

以
上
増
加
し
た
場
合
に
、
増
加
額
に

税
額
控
除
割
合
を
乗
じ
た
額
を
法
人

税
額
か
ら
控
除
す
る
制
度
が
、
賃
上

げ
促
進
税
制
で
す
。
全
法
人
向
け
・

中
堅
企
業
向
け
・
中
小
企
業
等
向
け

の
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度

表 2　中小企業経営強化税制の見直し

類　型
改正前

改正内容
設備の内容 規模要件

生産性向上設備
（A類型）

旧モデルと比べて生産性が年平
均 1％以上向上する設備

機械装置（160 万円以上）
工具（30 万円以上）
器具備品（30 万円以上）
建物附属設備（60 万円以上）
ソフトウェア（70 万円以上）

・�生産性の指標を単位当たり生産
量、歩留まり率、又はコスト削
減率に見直し
・�暗号資産マイニング業の用に供
する設備の除外

収益力強化設備
（B類型）

投資利益率が 5％以上の投資計
画に係る設備

・�投資計画における投資利益率に
係る要件を 7％以上に引上げ
・�暗号資産マイニング業の用に供
する設備の除外

デジタル化設備
（C類型）

可視化、遠隔操作、自動制御化
のいずれかに該当する設備 除外

経営資源集約化設備
（D類型）

修正 ROA 又は有形固定資産回
転率が一定以上上昇する設備

暗号資産マイニング業の用に供す
る設備の除外
※国税庁HP掲載の表を一部抜粋

表3　経営規模拡大設備
対象資産 規模用件 特別償却 税額控除

機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上

即時償却��※2 7％（10％）��※2��※3工具及び器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上

ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上

建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計
額が1,000万円以上 15％（25％）��※4 1％（2％）��※4

※１�　特別償却や税額控除は、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものに該当する場合または、経営の向上
及び経営の規模の拡大に著しく資するもので、かつ、経営力向上が確実に行われるために必要なものに該当する場合に、
適用することができます。

※２　対象資産は、機械装置、工具、器具備品、及び一定のソフトウェア
※３　カッコ内は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等の場合に適用されます。
※４�　カッコ内は、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するもので、かつ、経営力向上が確実に行われるために

必要なものに該当する場合に、適用されます。

法
人
税
率
の
特
例

　
中
小
企
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
所

得
の
金
額
の
う
ち
年
８
０
０
万
円
以

下
の
金
額
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
税

率
は
15
％
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
「
中
小
企
業
者
等
の
法
人
税
率
の

特
例
」と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
特
例
に
つ
い
て
、
令
和
７
年

４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
か
ら
、
所
得
の
金
額
が
10
億
円
を

超
え
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
適

用
さ
れ
る
税
率
が
17
％
に
な
り
ま
す
。

【
表
１
参
照
】

　
ま
た
通
算
法
人
は
、
こ
の
特
例
の

適
用
対
象
法
人
の
範
囲
か
ら
除
外
さ

れ
、
中
小
通
算
法
人
等
の
軽
減
対
象

所
得
金
額
以
下
の
金
額
に
適
用
さ
れ

る
税
率
は
19
％
に
な
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
「
通
算
法
人
」
と
は
、
完

全
支
配
関
係
の
あ
る
企
業
グ
ル
ー
プ

内
の
各
法
人
を
納
税
単
位
と
し
て
、

各
法
人
が
個
別
に
法
人
税
額
の
計
算

と
申
告
を
行
い
、
そ
の
中
で
、
損
益

通
算
等
の
調
整
を
行
う
グ
ル
ー
プ
通

算
制
度
の
対
象
と
な
る
法
人
を
い
い

ま
す
。
通
算
法
人
の
う
ち
、
各
事
業

年
度
終
了
の
時
に
お
け
る
資
本
金
の

額
ま
た
は
出
資
金
の
額
が
１
億
円
を

超
え
る
法
人
な
ど
一
定
の
要
件
を
満

た
す
法
人
を
「
大
通
算
法
人
」
と
い

い
、
大
通
算
法
人
以
外
の
普
通
法
人

で
あ
る
通
算
法
人
を
「
中
小
通
算
法

人
」と
い
い
ま
す
。

　
他
方
、「
軽
減
対
象
所
得
金
額
」

は
、
一
定
の
場
合
を
除
き
、
年
８
０

０
万
円
を
通
算
グ
ル
ー
プ
内
の
法
人

の
所
得
の
金
額
の
比
で
配
分
し
た
金

額
と
さ
れ
ま
す
。

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制
に
つ
い

て
、
対
象
と
な
る
経
営
力
向
上
設
備

等
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴
　
対
象
設
備
の
見
直
し

　
対
象
設
備
に
つ
い
て
、
次
の
見
直

し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。【
表
２
参
照
】

①
　
生
産
性
向
上
設
備
（
Ａ
類
型
）

に
お
け
る
生
産
性
の
指
標
が
見
直

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
収
益
力
強

化
設
備
（
Ｂ
類
型
）
に
お
け
る
投

資
計
画
の
投
資
利
益
率
に
係
る
要

件
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

②
　
デ
ジ
タ
ル
化
設
備
（
Ｃ
類
型
）

が
除
外
さ
れ
ま
し
た
。

③
　
Ａ
類
型
、
Ｂ
類
型
及
び
経
営
資

源
集
約
化
設
備
（
Ｄ
類
型
）
か
ら
、

暗
号
資
産
マ
イ
ニ
ン
グ
業
の
用
に

供
す
る
設
備
が
除
外
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
７
年
度

令
和
７
年
度 

決
算
の
留
意
点

決
算
の
留
意
点

　
令
和
７
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

　
令
和
７
年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

適
用
さ
れ
る
法
人
税
制
に
は
、
法
人
税
率
の
特
例
や
中
小

適
用
さ
れ
る
法
人
税
制
に
は
、
法
人
税
率
の
特
例
や
中
小

企
業
経
営
強
化
税
制
の
見
直
し
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

企
業
経
営
強
化
税
制
の
見
直
し
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

の
で
、決
算・申
告
手
続
き
の
際
の
留
意
点
を
確
認
し
ま
す
。

の
で
、決
算・申
告
手
続
き
の
際
の
留
意
点
を
確
認
し
ま
す
。

表 1　法人税率の新旧対照表� ※国税庁 HP掲載の表を一部抜粋

法人の区分
適用税率

本則税率
【改正なし】

特例税率
改正前 改正後

普通法人
※�特定の医療
法人を除く

中小法人
下記以外の法人

所得金額　年 10 億円以下
23.2％（19％）

－　（15％）
－　（15％）

所得金額　年 10億円超 －　（17％）
適用除外事業者に該当するもの －

中小法人以外の普通法人 23.2％ －
人格のない社団等、一般社団法人等、又
は法人税法以外の法律によって公益法人
等とみなされているもの

所得金額　年 10 億円以下
23.2％（19％） －　（15％）

－　（15％）

所得金額　年 10億円超 －　（17％）

※　カッコ内は、所得金額のうち年 800 万円以下の金額に適用される税率
※�　中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額または出資金の額が 1億円以下であるものな
ど一定の法人をいいます。



5─4月号

に
よ
っ
て
、
賃
上
げ
要
件
や
基
本
割

合
が
異
な
り
ま
す
。
教
育
訓
練
費
の

額
が
一
定
の
割
合
で
増
加
し
て
い
る

こ
と
や
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
等
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
税
額
控

除
割
合
の
加
算
が
あ
り
ま
す
。

　
税
額
控
除
で
き
る
額
は
、
調
整
前

法
人
税
額
の
20
％
（
当
期
税
額
基
準

額
）が
上
限
に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

中
小
企
業
等
に
つ
い
て
は
、
当
期
税

額
基
準
額
を
超
え
る
額
は
、
最
大
５

年
間
繰
り
越
し
て
、
各
期
の
上
限
の

範
囲
内
で
調
整
前
法
人
税
額
か
ら
控

除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
賃

上
げ
促
進
税
制
の
適
用
を
受
け
た
事

業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
の
確
定

申
告
書
等
に
、
明
細
書
を
添
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
賃
上
げ
促
進
税
制
で
は
、「
給
与

等
の
支
給
額
」
か
ら
「
そ
の
給
与
等

に
充
て
る
た
め
他
の
者
か
ら
支
払
を

受
け
る
金
額
」
を
控
除
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
控
除
す
る
金

額
か
ら
、「
役
務
提
供
の
対
価
と
し

て
支
払
を
受
け
る
金
額
」
は
除
か
れ

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
看
護
職
員
処

遇
改
善
評
価
料
及
び
介
護
職
員
処
遇

改
善
加
算
な
ど
は
、「
給
与
等
の
支

給
額
」に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
　
経
営
規
模
拡
大
設
備
の
新
設

　
売
上
高
１
０
０
億
円
超
を
目
指
す

中
小
企
業
に
係
る
措
置
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。【
表
３
参
照
】

　
具
体
的
に
は
、
売
上
高
１
０
０
億

円
超
を
目
指
す
投
資
計
画
に
お
け
る

平
均
投
資
利
益
率
が
７
％
以
上
で
あ

る
こ
と
、
及
び
、
経
営
規
模
拡
大
要

件
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経

済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
投
資

計
画
に
記
載
さ
れ
た
投
資
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
設

備
（
経
営
規
模
拡
大
設
備
）
が
追
加

さ
れ
、
一
定
の
特
別
償
却
や
税
額
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　 

賃
上
げ
促
進
税
制 �

　
賃
上
げ
促
進
税
制
は
、
令
和
７
年

度
の
決
算
か
ら
の
見
直
し
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、適
用
の
誤
り
が
多
い
の
で
、

制
度
を
確
認
し
ま
す
。

　
国
内
雇
用
者
に
支
給
し
た
給
与
な

ど
の
額
が
、
前
年
度
と
比
べ
て
一
定

以
上
増
加
し
た
場
合
に
、
増
加
額
に

税
額
控
除
割
合
を
乗
じ
た
額
を
法
人

税
額
か
ら
控
除
す
る
制
度
が
、
賃
上

げ
促
進
税
制
で
す
。
全
法
人
向
け
・

中
堅
企
業
向
け
・
中
小
企
業
等
向
け

の
制
度
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度

表 2　中小企業経営強化税制の見直し

類　型
改正前

改正内容
設備の内容 規模要件

生産性向上設備
（A類型）

旧モデルと比べて生産性が年平
均 1％以上向上する設備

機械装置（160 万円以上）
工具（30 万円以上）
器具備品（30 万円以上）
建物附属設備（60 万円以上）
ソフトウェア（70 万円以上）

・�生産性の指標を単位当たり生産
量、歩留まり率、又はコスト削
減率に見直し

・�暗号資産マイニング業の用に供
する設備の除外

収益力強化設備
（B類型）

投資利益率が 5％以上の投資計
画に係る設備

・�投資計画における投資利益率に
係る要件を 7％以上に引上げ

・�暗号資産マイニング業の用に供
する設備の除外

デジタル化設備
（C類型）

可視化、遠隔操作、自動制御化
のいずれかに該当する設備 除外

経営資源集約化設備
（D類型）

修正 ROA 又は有形固定資産回
転率が一定以上上昇する設備

暗号資産マイニング業の用に供す
る設備の除外
※国税庁HP掲載の表を一部抜粋

表3　経営規模拡大設備
対象資産 規模用件 特別償却 税額控除

機械装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上

即時償却��※2 7％（10％）��※2��※3工具及び器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上

ソフトウェア 一の取得価額が70万円以上

建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計
額が1,000万円以上 15％（25％）��※4 1％（2％）��※4

※１�　特別償却や税額控除は、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものに該当する場合または、経営の向上
及び経営の規模の拡大に著しく資するもので、かつ、経営力向上が確実に行われるために必要なものに該当する場合に、
適用することができます。

※２　対象資産は、機械装置、工具、器具備品、及び一定のソフトウェア
※３　カッコ内は、資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等の場合に適用されます。
※４�　カッコ内は、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するもので、かつ、経営力向上が確実に行われるために

必要なものに該当する場合に、適用されます。



4 月号─6

験
」
と
は
予
測
し
な
か
っ
た
結
果
に

出
会
う
こ
と
が
で
き
る
機
会
と
定
義

し
、
経
験
を
通
じ
て
自
分
の
信
条
・

習
慣
・
思
考
様
式
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
で
、
同
じ
イ
ン
プ
ッ
ト
に
対
し
て
、

よ
り
良
い
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
生
み
出

せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
学
習
で
あ

る
と
説
き
ま
す
。

　
経
験
学
習
理
論
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

コ
ル
ブ
が
最
初
に
唱
え
ま
し
た
。
コ

ル
ブ
に
よ
る
経
験
学
習
は
「
具
体
的

体
験
」
を
起
点
と
す
る
省
察
と
抽
象

化
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
り
、
次
の
よ
う

に
進
め
て
い
き
ま
す
。

①
　
具
体
的
経
験

　
　
経
験
学
習
で
最
も
注
目
す
べ
き

は
「
経
験
」
で
す
。
そ
し
て
、
経

験
は
「
予
測
し
な
か
っ
た
結
果
に

出
会
う
機
会
」
で
す
か
ら
、
そ
の

難
問
へ
の
対
応
で
は
、
そ
れ
ま
で

暗
黙
的
に
な
さ
れ
て
い
た
自
分
の

行
動
を
表
に
出
し
て
、
批
判
的
に

振
り
返
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　
従
っ
て
、「
全
部
う
ま
く
い
っ

て
い
る
」は
危
険
な
兆
候
で
あ
り
、

「
学
習
の
停
滞
し
た
状
態
」
で
あ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
　
内
省
的
省
察

　
　
前
記
の
経
験
を
、
多
様
な
観
点

か
ら
振
り
返
り
ま
す
。

③
　
抽
象
的
概
念
化

　
　
他
の
場
面
で
も
適
用
で
き
る
よ

う
な
概
念
化
を
行
い
、
持
論
を
作

り
ま
す
。

④
　
活
動
的
実
践

　
　
更
に
新
し
い
場
面
で
抽
象
化
し

た
学
び
を
実
際
に
試
し
て
み
ま
す
。

　
以
上
の
経
験
学
習
の
考
察
を
踏
ま

え
る
と
、
ビ
ジ
ネ
ス
関
係
者
が
学
ぶ

た
め
に
は
、
自
ら
「
良
質
な
経
験
を

得
ら
れ
る
機
会
」
を
創
り
出
し
て
い

く
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
分
り

ま
す
。

３
　
経
験
学
習
の
実
例

　
〜
N
社
長
の
ケ
ー
ス
〜

　
中
堅
企
業
Ｎ
社
の
Ｎ
社
長
の
創
業

時
（
20
代
前
半
〜
30
代
半
ば
）
の
行

動
を
、
経
験
学
習
理
論
の
観
点
で
見

て
み
ま
す
。

▼
Ｎ
氏
は
、
工
業
高
校
卒
業
後
、
中

堅
企
業
に
就
職
し
22
歳
で
独
立
。
精

度
を
あ
ま
り
問
わ
れ
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
小
物
製
品
を
扱
い
な
が
ら
苦
し
い

経
営
が
続
き
ま
し
た
。

　
あ
る
晩
、
飲
み
屋
の
お
婆
さ
ん
Ａ

に
、
た
め
息
交
じ
り
で
こ
の
こ
と
を

話
す
と
…

A「
ア
ン
タ
、
貯
金
し
な
」

N
「
お
婆
さ
ん
こ
そ
、
貯
金
が
あ
る

の
か
？
」

A
「
あ
る
よ
。
３
０
０
０
万
円
位
。

毎
月
少
し
無
理
な
額
を
決
め
て
続

け
る
ん
だ
よ
」

　
Ｎ
氏
は
最
初
の
２
年
間
は
苦
し
く

て
貯
金
を
お
ろ
し
た
く
な
る
時
が
何

度
も
あ
っ
た
が
、
３
年
位
経
つ
と
当

た
り
前
の
よ
う
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
話
し
ま
す（
具
体
的
経
験
）。

▼
や
が
て
、
Ｎ
氏
の
貯
金
は
経
営
に

大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。
設
備
を
自

己
資
金
で
購
入
す
れ
ば
、
不
況
期
に

赤
字
受
注
を
避
け
ら
れ
ま
す
。

　
Ｎ
氏
の
経
験
で
は
、
小
規
模
事
業

者
の
景
気
サ
イ
ク
ル
は
、
３
年
半
は

不
況
、
半
年
間
の
好
況
期
が
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
こ
の
好
況
期
の
半
年
間
は
思
い
切

り
貯
め
こ
む
、そ
し
て
不
況
期
は
じ
っ

と
耐
え
る（
内
省
的
省
察
）。

▼
不
況
期
に
は
、
同
業
者
か
ら
「
自

分
の
と
こ
ろ
の
従
業
員
を
雇
っ
て
欲

し
い
」、「
安
く
て
も
い
い
か
ら
機
械

を
引
き
取
っ
て
く
れ
な
い
か
」と
い
っ

た
思
わ
ぬ
話
が
来
る
よ
う
に
な
る（
抽

象
的
概
念
化
）。

▼
再
び
景
気
が
上
向
く
と
、
設
備
・

人
材
を
投
入
し
新
た
な
経
験
に
挑
戦

し
て
い
く（
活
動
的
実
践
）。

29
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100％
好業績店舗
の店長

低業績店舗
の店長

100％

◎低業績店舗の店長はスタッフとのコミュニケーションの時間が短く、データ分析・資料作成の時間が長い
◎好業績店舗の店長はスタッフの他に会議や接客等「コミュニケーション」に多くの時間を割いている

山口周氏のプロジェクト・データを基に作成

図　店長の時間の使い方

ス
タ
ッ
フ
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

接
客

会
議

他
店
・
本
部

と
の
連
絡

デ
ー
タ
分
析
・

資
料
作
成

店
内
作
業

そ
の
他

　
当
時
は
フ
ル
タ
イ
ム
正
社
員
が
雇

用
の
中
心
を
占
め
て
お
り
、
非
正
規

雇
用
の
割
合
は
現
在
ほ
ど
高
く
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
長
期
雇
用
を
前
提

と
し
た
人
事
制
度
の
下
、
企
業
は
安

定
的
な
労
働
力
を
確
保
し
、
労
働
者

も
同
一
企
業
で
働
き
続
け
る
こ
と
を

前
提
に
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
ま

し
た
。

　
賃
金
構
造
は
、
年
齢
や
勤
続
年
数

に
応
じ
て
上
昇
す
る
傾
向
が
強
く
、

年
齢
別
賃
金
カ
ー
ブ
は
中
高
年
層
に

向
け
て
大
き
く
上
昇
す
る
形
を
描
い

て
い
ま
し
た
。
若
年
期
の
賃
金
は
抑

え
ら
れ
る
一
方
、
長
く
勤
め
る
こ
と

で
将
来
的
な
賃
金
上
昇
が
見
込
め
る

構
造
は
、
終
身
雇
用
と
密
接
に
結
び

付
い
て
い
ま
し
た
。

二
　令
和
の
働
き
方
と
近
年
の
変
化

　
令
和
に
入
り
、
労
働
時
間
と
休

日
・
休
暇
の
両
面
に
お
い
て
、
働
き

方
は
転
換
点
を
迎
え
て
い
ま
す
。
旧

来
の
「
長
く
働
く
こ
と
」
を
前
提
と

す
る
構
造
は
、
近
年
、
数
値
の
上
で

も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
年
間
総
実
労
働
時
間
は
長
期
的
な

減
少
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
近
年
は

１
７
０
０
時
間
台
で
推
移
す
る
年
が

一
般
的
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
変

化
は
、
景
気
循
環
に
よ
る
一
時
的
な

要
因
で
は
な
く
、
時
間
外
労
働
規
制

の
強
化
や
労
働
時
間
管
理
の
見
直
し

と
い
っ
た
制
度
的
対
応
、
短
時
間
労

働
者
の
増
加
な
ど
様
々
な
要
因
が
積

み
重
な
っ
た
結
果
と
い
え
ま
す
。

　
加
え
て
、
休
日
や
休
暇
の
面
で
も
、

昭
和
期
と
は
明
確
に
異
な
る
状
況
が

統
計
に
表
れ
て
い
ま
す
。
令
和
７
年

就
労
条
件
総
合
調
査
に
よ
る
と
、
令

和
６
年
１
年
間
の
年
間
休
日
総
数
は
、

労
働
者
１
人
平
均
で
１
１
６
・
６
日

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昭
和
60

年
以
降
で
最
も
多
い
水
準
で
す
。

　
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
も
、
令

和
６
年
の
取
得
日
数
は
、
労
働
者
１

人
平
均
で
12
・
１
日
、
取
得
率
は

66
・
９
％
に
達
し
て
お
り
、
こ
れ
は

昭
和
59
年
以
降
で
最
も
高
い
水
準
と

な
っ
て
い
ま
す
（
参
考
:
昭
和
後
半

は
50
％
台
前
半
）。

　
令
和
の
働
き
方
は
、
昭
和
・
平
成

期
に
当
た
り
前
と
さ
れ
て
き
た
労
働

慣
行
と
は
明
確
に
異
な
る
段
階
に
入

り
つ
つ
あ
り
、
企
業
に
と
っ
て
も
新

た
な
前
提
条
件
と
し
て
捉
え
る
必
要

が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

三
　高
齢
化
社
会
と
働
き
方
の
変
容

　
高
齢
化
の
進
行
は
、
日
本
の
働
き

方
に
構
造
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
昭
和
の
時
代
に
は
、「
定

年
を
迎
え
れ
ば
仕
事
を
引
退
す
る
」

と
い
う
人
生
設
計
が
一
般
的
で
、
高

齢
期
の
就
業
は
例
外
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
近
年

の
調
査
を
見
る
と
、
60
歳
代
後
半
か

ら
70
歳
代
前
半
に
お
け
る
就
業
率
は

長
期
的
に
上
昇
し
て
お
り
、
昭
和
期

に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
水
準

に
達
し
て
い
ま
す
。
特
に
65
~
69
歳

層
で
は
、
就
業
率
が
５
割
前
後
に
ま

一
　昭
和
~
平
成
期
の
働
き
方

　
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
働
き

方
を
統
計
か
ら
見
る
と
、「
長
時
間
・

正
社
員
中
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮

か
び
上
が
り
ま
す
。

　
年
間
総
実
労
働
時
間
は
昭
和
後
期

か
ら
平
成
初
期
に
か
け
て
１
人
当
た

り
２
０
０
０
時
間
超
で
推
移
し
、
時

間
外
労
働
の
規
制
や
管
理
も
限
定
的

で
、
繁
忙
期
に
は
長
時
間
労
働
が
常

態
化
す
る
職
場
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

統
計
情
報
を
活
か
し
た

統
計
情
報
を
活
か
し
た

働
き
方
の
見
直
し

働
き
方
の
見
直
し

　日
本
の
働
き
方
は
、
か
つ
て
の「
長
時
間
労
働
・
終
身
雇
用
・

　日
本
の
働
き
方
は
、
か
つ
て
の「
長
時
間
労
働
・
終
身
雇
用
・

年
功
序
列
」か
ら
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
少
子
高
齢
化

年
功
序
列
」か
ら
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
少
子
高
齢
化

や
価
値
観
の
多
様
化
を
背
景
に
、
労
働
時
間
や
賃
金
制
度
、
雇

や
価
値
観
の
多
様
化
を
背
景
に
、
労
働
時
間
や
賃
金
制
度
、
雇

用
形
態
な
ど
の
実
態
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

用
形
態
な
ど
の
実
態
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

　本
記
事
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
を
基
に
昭
和
・
平
成
か
ら
現
在

　本
記
事
で
は
、
統
計
デ
ー
タ
を
基
に
昭
和
・
平
成
か
ら
現
在

ま
で
の
働
き
方
の
変
化
を
整
理
し
、
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
働

ま
で
の
働
き
方
の
変
化
を
整
理
し
、
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
働

き
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

き
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
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で
高
ま
っ
て
お
り
、
高
齢
に
な
っ
て

も
働
く
こ
と
が
一
般
的
な
選
択
肢
に

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
企
業
側
も
、
定
年
制
の
見
直
し
や

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
が
広
く
浸
透

し
、
70
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確
保
措

置
（
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
お
い

て
、
65
歳
以
降
は
努
力
義
務
）
に
取

り
組
む
企
業
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
単
な
る
法
令
対
応
に
と
ど

ま
ら
ず
、
労
働
力
確
保
の
観
点
か
ら

高
年
齢
者
が
重
要
な
担
い
手
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
昭
和
期
に
は
「
引
退
」
が
前
提
で

あ
っ
た
高
齢
期
の
位
置
づ
け
は
、
現

在
で
は
「
就
業
の
継
続
」
と
い
う
形

へ
と
大
き
く
転
換
し
て
お
り
、
企
業

の
人
材
活
用
の
在
り
方
そ
の
も
の
が

問
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
　賃
金
と
働
き
方
の
変
化

　
賃
金
構
造
は
、
昭
和
か
ら
平
成
に

か
け
て
は
、
年
齢
や
勤
続
年
数
に
応

じ
て
上
昇
す
る
年
功
的
な
賃
金
カ
ー

ブ
が
一
般
的
で
、
長
期
雇
用
が
前
提

の
制
度
と
し
て
機
能
し
て
き
ま
し
た
。

　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
な
ど
を

見
る
と
、
近
年
の
年
齢
別
賃
金
カ
ー

ブ
は
緩
や
か
に
な
っ
て
お
り
、
年
齢

だ
け
で
賃
金
が
決
ま
る
仕
組
み
は
統

計
上
も
明
確
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
近
年
は
賃
金
引
上
げ
の

動
き
も
活
発
化
し
て
い
ま
す
。
賃
上

げ
を
実
施
す
る
企
業
の
割
合
は
上
昇

傾
向
に
あ
り
、
賃
金
水
準
が
比
較
的

高
い
伸
び
を
示
し
た
年
も
見
ら
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
一
様
で

は
な
く
、
特
定
の
職
種
や
人
材
に
重

点
的
に
配
分
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
限
ら
れ
た
原
資

の
中
で
、ど
の
よ
う
に
人
材
を
確
保
・

定
着
さ
せ
る
か
企
業
ご
と
の
判
断
が

反
映
さ
れ
た
結
果
と
い
え
ま
す
。

　
賃
金
と
働
き
方
の
関
係
は
、
も
は

や
「
長
く
勤
め
れ
ば
上
が
る
」
と
い

う
単
純
な
構
造
で
は
な
く
、
働
き
方

や
役
割
な
ど
と
密
接
に
結
び
付
く
も

の
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

五
　企
業
に
求
め
ら
れ
る

　働
き
方
の
見
直
し

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
統
計
で
は
、

日
本
の
働
き
方
の
前
提
が
昭
和
期
か

ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
、
こ
の
傾
向
は
、
企
業
規
模
を

問
わ
ず
、
従
来
の
働
き
方
を
前
提
と

し
た
経
営
が
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
特
に
中
小
企
業
に
と
っ
て
、
働
き

方
の
見
直
し
は
「
余
力
が
あ
れ
ば
取

り
組
む
施
策
」
で
は
な
く
、
人
材
確

保
や
事
業
継
続
に
直
結
す
る
課
題
と

な
っ
て
き
た
と
言
え
ま
す
。

　
若
年
層
や
子
育
て
世
代
、
高
年
齢

者
と
い
っ
た
多
様
な
人
材
を
確
保
す

る
た
め
に
は
、
労
働
時
間
や
休
日
、

働
き
方
の
柔
軟
性
が
重
要
な
鍵
と
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
統
計
が
示
す
社

会
全
体
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
場

合
、
採
用
や
定
着
の
面
で
不
利
に
な

る
可
能
性
も
高
ま
り
ま
す
。

　
も
っ
と
も
、
中
小
企
業
に
お
け
る

働
き
方
の
見
直
し
は
、
大
企
業
と
同

じ
施
策
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
れ
ば
よ

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
限
ら
れ

た
人
員
や
資
源
の
中
で
、
業
務
の
優

先
順
位
を
見
直
し
、
属
人
化
を
減
ら

し
、
働
き
方
に
一
定
の
柔
軟
性
を
持

た
せ
る
な
ど
の
「
実
務
に
即
し
た
工

夫
」
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
部
分
的

な
改
善
で
あ
っ
て
も
、
積
み
重
ね
る

こ
と
で
働
き
や
す
さ
は
着
実
に
向
上

し
ま
す
。

　
昭
和
の
頃
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
働
き
方
が
普
及
し
つ
つ
あ
る

昨
今
に
お
い
て
は
、
自
社
の
実
情
に

即
し
た
形
で
働
き
方
を
再
設
計
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

昭和・平成→令和にかけての働き方の変化
　

昭和・平成 令　和

　長時間労働（年2,000時間超） ➡ 　労働時間の減少（年1,700時間台）

　正社員中心・終身雇用 ➡ 　多様な雇用形態・柔軟な働き方

　年功序列賃金 ➡ 　賃金カーブが緩やかに・選択的賃上げ

　休日少・有休取得率低い ➡ 　年間休日増・有休取得率も高水準に

　定年＝引退 ➡ 　高齢者の就業継続（65～69歳で約5割）

企業に求められること
・�従来の働き方を前提とし
た経営を見直す

・�働き方の見直しが人材確
保や事業継続に直結

・�多様な人材確保には労働
時間や休日、働き方の柔
軟性が鍵

・�中小企業は実務に即した
工夫で働き方を再設計
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　個人事業の工場や販売店は、事業主の家
族や近隣の知り合いといった、家族的色彩
の中で営まれていることが多くあります。
　しかし、企業が順調に成長してくると、
3人、4人と縁故のない従業員の力も必要
になり、職業安定所等で求人を行うように
なります。
　募集をかけると応募が来ますが、その応
募者は、おおよそ次の4つのタイプに分け
られそうです。
①　将来は自分も独立する、その準備とし
て小規模事業会社に入る人

②　技能は優れているが性格や動機等に問
題があり、転職してくる人

③　性格や素行は問題がないものの、能力
が低いので大企業・中堅企業には採用さ
れない人

④　能力・性格ともに優れているのに、学
歴が低いため大企業では低く見られ、そ

の不満から転職してくる人
　小規模企業が、これら4つのタイプの応
募者から選ぶことになると、会社に好まし
いのは④→③→②→①の順になるのではな
いかと考えます。
　少し、補足説明をします。
　④のタイプは、企業が大きく成長し続け
ないと定着するのは難しい。
　③のタイプは、企業規模はある程度の規
模で良く、社長自身の生活を中心に経営し
たいという場合には向く。
　②のタイプは、社長が器の大きな人であ
る場合は使っていけるかも知れません。
　①のタイプは、自社の伸び具合で④のタ
イプへ変わるかもしれません。
　人材募集では、なかなか経営者の望むよ
うな人材が来ないかもしれません。しかし、
肝心なことは「この会社で働きたい」と思っ
てくれる人を受け入れるための企業の努力
です。そうした努力が、結果として人材確
保の成功につながると考えたいものです。

小規模企業の求人

　中小企業では、ネームバリューがない分、
せめて長く働いている従業員には課長・部
長といった立派な肩書をつけてあげたい、
というケースがあります。
　しかし、この方針を推し進めていくと、
組織やその運営が間違った方向へ進む可能
性があります。
　中小企業が発展するためにはイノベーショ
ンが不可欠です。イノベーションの源であ
る創造性は、世間の常識や判断、あるいは
価値観に追随する姿勢とは正反対のもので
あり、反骨精神といえるものでしょう。
　中小企業が大企業に比べて、ほとんど唯
一といってよい有利な点は、「規模が小さ
いがゆえの機動性」です。組織のあり方や
運営の方法は、この機動性を左右します。
　従って、中小企業は大企業の組織構造や
運営方法をそのまま見習うべきではありま
せん。むしろ大企業でも、優れた企業ほど
形式的な肩書や硬直した組織に依存してい
ないものです。

中小企業の組織・運営
　サ
ン
ク
コ
ス
ト
と
は
「
回
収
で
き

な
い
投
資
費
用
」
で
あ
り
、
サ
ン
ク

コ
ス
ト
・
バ
イ
ア
ス
と
は
「
回
収
で

き
な
い
投
資
費
用
は
合
理
的
判
断
で

は
忘
れ
る
べ
き
だ
が
、
人
は
こ
れ
を

忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
回
収
す
る
努

力
を
続
け
て
し
ま
う
」こ
と
で
す
。

　こ
の
傾
向
は
B
t
o
B
取
引
に

よ
く
見
ら
れ
ま
す
。営
業
担
当
者
は
、

何
度
訪
問
し
て
も
購
入
し
て
も
ら
え

な
い
相
手
の
「
見
切
り
」
が
で
き
ず

営
業
努
力
を
重
ね
て
し
ま
い
ま
す
。

　あ
る
ベ
テ
ラ
ン
営
業
者
は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
は
別
の
見
込
み
客
に
そ

の
時
間
を
振
り
向
け
る
と
、
成
績
が

4
割
は
改
善
で
き
る
と
話
し
ま
す
。

さ
ら
に
サ
ン
ク
コ
ス
ト
・
バ
イ
ア
ス

下
で
は
、
営
業
担
当
者
は
成
約
に
こ

だ
わ
る
あ
ま
り
過
剰
な
値
引
き
を
し

て
し
ま
う
場
合
が
多
く
な
り
ま
す
。

　企
業
は
、
営
業
担
当
者
の
活
動
を

正
し
く
報
告
さ
せ
、
取
引
ご
と
に
見

積
価
格
や
条
件
を
適
切
に
設
定
で
き

る
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

サ
ン
ク
コ
ス
ト

発行


